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Press Release 

 

平成30年の島根労働局における監督指導実施状況等について 

 ～定期監督等を実施した事業場の７割超で違反を指摘～ 

 
島根労働局（局長 田村 和美（たむら かずみ））では、このたび、平成 30 年において管内の労働

基準監督署で実施した監督指導の状況を取りまとめましたので、お知らせします。 

 平成 30年における労働基準法、労働安全衛生法等に基づく定期監督等の実施件数は 1,368 件であ

り、このうち法違反が認められ、是正を指導した事業場数は 968 件（法違反率 70.8％）でした。 

また、司法処分件数は 13 件、労働者からの労働基準関係法令違反があるとの申告受理件数は 72件

でした。 

島根労働局では、長時間労働の是正及び過重労働による健康障害防止をはじめ、適正な賃金支払

い等の法定労働条件の履行確保、労働災害の防止等について引き続き取り組むとともに、重大・悪

質な事案については、厳正に対処してまいります。  

 

 

島 根 労 働 局 発 表 
 

担 
 
 
当 
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島根労働局 

厚生労働省 

＜平成 30 年の監督指導の実施結果（ポイント）＞ 

１ 平成 30 年に定期監督等を行った件数（事業場数）は 1,368 件でした。 

【別紙１の１、３参照】 

２ 平成 30 年に定期監督等を行った事業場について、何らかの労働基準関係法令違反が認め

られたのは 968 件（法違反率 70.8％）でした。 

主な違反は、多い順に、①安全基準に関する事項、②労働時間に関する事項、③健康診

断に関する事項、④割増賃金に関する事項でした。【別紙１の１、２、３参照】 

３ 平成 30 年の司法処分件数は 13 件（内訳：労働安全衛生法関係が９件、労働基準法・最

低賃金法関係が４件）でした。【別紙１の４参照】 

４ 平成 30 年に労働者等から労働基準関係法令違反があるとの申し出があり、申告として受

理した件数は 72件でした。【別紙１の５、６参照】 

５ 監督指導した具体的な事例として、以下の３例を紹介します。【別紙２参照】 

① 時間外・休日労働に関する労使協定（36 協定）を締結・所轄の労働基準監督署長に届

出することなく、月 100 時間を超える時間外・休日労働を行わせていた例 

② 安全衛生管理体制について、衛生管理者・産業医の未選任、衛生委員会の未設置等が認

められた例 

③ 36 協定を締結・届出することなく、月 80 時間を超える時間外・休日労働を行わせてい

た例 
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別紙１ 

 

 

１ 定期監督等実施状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 違反率の推移 
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３ 平成 30年定期監督等実施状況 

業種 

定期監

督等実

施事業

場数 

違反事

業場数 

違反率 

（％） 

主な違反の状況 

労働条

件の明

示（労

基法 15

条） 

労働時

間（労

基法 32

条、労

基法 40

条） 

割増賃

金（労

基 法

37条） 

就 業

規 則

（ 労

基 法

89

条） 

賃 金

台 帳

（ 労

基 法

108

条） 

安 全

基 準

（ 安

衛 法

20 条

～ 25

条） 

健 康

診 断

（ 安

衛 法

66

条） 

製造業 253 190 75.1 38 78 40 20 28 58 59 

建設業 577 357 61.9 12 18 17 5 9 182 13 

運輸交通業 54 44 81.5 10 28 13 6 10 6 9 

農林業 21 12 57.1 2 1 1 0 3 4 3 

商業 204 171 83.8 39 34 64 16 45 10 65 

保健衛生業 96 68 70.8 11 20 20 15 13 0 17 

接客娯楽業 78 64 82.1 24 21 31 11 21 1 31 

清掃・と畜業 14 13 92.9 2 3 1 1 3 2 4 

その他の事業 71 49 69.0 12 14 12 8 11 5 9 

合計 1368 968 70.8 150 217 199 82 143 268 210 

※安全基準（安衛法 20 条～25 条）とは、機械設備の危険、作業方法から生ずる危険等を防止するた

めに講ずべき措置をいう。 

 

 

４ 司法処分状況 
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５ 申告受理件数の推移 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 平成 30年申告受理状況 

平成 30年に受理した申告の件数と、申告受理の際に労働者が申し立てた労働基準 

関係法令違反の内容は、以下のとおりです。 

事項 

 

業種 

申告受理 

件数 

主な申告事項 

労働基準法 最低賃金

法 

労働安全 

衛生法 賃金不払 解雇 その他 

製造業 11 7 3 0 0 1 

建設業 9 9 0 0 0 0 

運輸交通業 11 9 3 4 0 0 

商業 11 11 0 4 0 0 

保健衛生業 5 5 0 0 0 0 

接客娯楽業 6 6 0 0 0 0 

その他の事業 19 14 1 4 1 1 

合 計 72 61  7 12  1  2 

（注１）「申告」とは、労働者から労働基準監督署に対して、労働基準関係法令に係る違反事実の通告がなされ

ることであり、通告を受けた労働基準監督署は、通告された違反事実を確認し、違反事実が認められた

場合には、使用者にその是正を勧告し、改善を図らせることにより労働者の救済を行うことをいいます。 

  （注２）１人の労働者が複数の事項について申告する場合があるため、申告受理件数と主な申告事項の件数は

一致しません。 
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７ 申告監督実施状況 

平成 30年に労働基準監督署が申告監督を実施した件数と、申告監督の結果何らか 

の法違反があった事業場の件数は、以下のとおりです。 

事項 

 

業種 

申告監督実施 

事業場数 

何らかの労働基準 

関係法令違反が 

あった事業場数 

違反率（％） 

製造業 12     7    58.3 

建設業 9 6    66.7 

運輸交通業 10 3    30.0 

商業     7 6    85.7 

保健衛生業     5     3    60.0 

接客娯楽業     5     1    20.0 

その他の事業     17 11    64.7 

合 計 65 37 56.9 

 

 



事例１
(飲食店)

１ 労働者４名について、36協定を締結・届出することなく、月100時
間を超える違法な時間外・休日労働（最長：月165時間）を行わせて
いたことから、指導を実施した。

２ 労働契約の締結に際し、労働者に賃金などの労働条件を書面の交付
による方法で明示していなかったことから、指導を実施した。

３ 常時深夜業務に従事する労働者に対し、６月以内ごとに１回、定期
の健康診断を行っていなかったことから、指導を実施した。

１ タイムカードで管理していた労働時間の実態を調査したところ、労働者４名につい
て、36協定を締結・届出することなく、月100時間を超える違法な時間外・休日労
働（最長：月165時間）を行わせていたことが判明した。

２ 労働者（アルバイトを含む）と労働契約を締結する際、賃金、労働時間などの労働
条件を書面の交付による方法で明示していないことが判明した。

３ 深夜時間帯（22時から翌５時まで）の業務に従事させる労働者に対し、６月以内
ごとに１回、定期健康診断を行っていないことが判明した。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の指導

労働基準監督署の指導

①36協定を締結・所轄の労働基準監督署長に届出することなく、時間外労働を
行わせたことについて是正勧告（労働基準法第32条違反）

②時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう
指導

労働基準監督署の指導

労働者に対し、労働契約の締結に際し、賃金などの労働条件を書面の交付による
方法で明示していなかったことについて是正勧告（労働基準法第15条違反）

労働基準監督署の指導

常時深夜業務に従事する労働者に対し、６月以内ごとに１回、定期の健康診断を
行っていなかったことについて是正勧告（労働安全衛生法第66条違反）

監 督 指 導 事 例
別紙２



事例2
(教育業)

１ 36協定の特別条項で定める上限時間を超えて、違法な時間外・休日
労働（最長：月78時間）を行わせていたことから、指導を実施した。

２ 安全衛生管理体制について、衛生管理者及び産業医が選任されてお
らず、衛生委員会も設けられていなかったことから、指導を実施した。

３ 健康診断において異常の所見があった者の健康保持のために必要な
措置について、医師の意見を聴いていなかったことから、指導を実施
した。
また、ストレスチェックを実施していなかったことから、指導を実
施した。

１ 労働時間の記録を確認したところ、36協定の特別条項で定める上限時間を超えて、
違法な時間外・休日労働（最長：月78時間）を行わせていたことが判明した。

２ 常時50人以上の労働者を使用する事業場であるにもかかわらず、衛生管理者及び
産業医が選任されておらず、また、衛生委員会も設けられていないことが判明した。

３ 健康診断において異常の所見があった者の健康保持のために必要な措置について、
医師の意見を聴いていないことが判明した。
また、常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、労働者に対して心
理的な負担を把握するためのストレスチェックを実施していないことが判明した。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の指導

労働基準監督署の指導

①36協定で定める上限時間を超えて時間外労働を行わせたことについて是正勧告
（労働基準法第32条違反）
②時間外・休日労働を月45時間以内とするための具体的方策を検討・実施に努める
よう指導

労働基準監督署の指導

衛生管理者の未選任（労働安全衛生法第12条違反）、産業医の未選任（同法第13
条違反）及び衛生委員会の未設置（同法第18条違反）についてそれぞれ是正勧告

労働基準監督署の指導

健康診断において異常所見があった者に係る医師の意見聴取を行っていないこと
について是正勧告（労働安全衛生法第66条の４違反）
常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、１年以内ごとに１回、

定期にストレスチェックを実施していないことについて是正勧告（労働安全衛生法
第66条の10違反）



事例３
(飲食店)

１ 労働者５名について、36協定を締結・届出することなく、月80時
間を超える違法な時間外・休日労働（最長：月93時間）を行わせてい
たことから、指導を実施した。

２ 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出ていなかった
ことから、指導を実施した。

３ 常時使用する労働者に対し、雇入れの際、健康診断を行っていな
かったことから、指導を実施した。
また、衛生推進者を選任していなかったことから、指導を実施した。

１ 繁忙期のため、時間外労働が見込まれていたにもかかわらず、労働者５名について、
36協定を締結・届出することなく、月80時間を超える違法な時間外・休日労働（最
長の者は月93時間）を行わせていたことが判明した。

２ 常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄
の労働基準監督署長に届け出ていないことが判明した。

３ 労働者を雇い入れた際、健康診断を行っていないことが判明した。
また、常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、労働者の健康障害
を防止するための措置等を推進する衛生推進者を選任していないことが判明した。

立入調査において把握した事実 と 労働基準監督署の指導

労働基準監督署の指導

①36協定を締結・所轄の労働基準監督署長に届出することなく、時間外労働を
行わせたことについて是正勧告（労働基準法第32条違反）

②時間外・休日労働を月80時間以内とするための具体的方策を検討・実施する
よう指導

労働基準監督署の指導

常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成し、所轄
の労働基準監督署長に届け出ていなかったことについて是正勧告（労働基準法
第89条違反）

労働基準監督署の指導

常時使用する労働者に対し、雇入れの際、健康診断を行っていなかったことに
ついて是正勧告（労働安全衛生法第66条違反）
常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、衛生推進者を選任して

いなかったことについて是正勧告（労働安全衛生法第12条の２違反）



 

 
 

参考資料１（関係条文） 

 

 

〇労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）（抄） 

 

(労働条件の明示) 

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他

の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関

する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方

法により明示しなければならない。 

２ 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働

者は、即時に労働契約を解除することができる。 

３ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以

内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 

 

(労働時間) 

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、

労働させてはならない。 

２ 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八

時間を超えて、労働させてはならない。 

 

(時間外及び休日の労働) 

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場

合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい

ては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定める

ところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二

条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)

又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、

その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることが

できる。 

２ 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるこ

ととされる労働者の範囲 

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることが

できる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同

じ。) 

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を

延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚

生労働省令で定める事項 

３ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の



 
 

業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範

囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 

４ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第

三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規

定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について

三百二十時間)とする。 

５ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における

通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時

間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長し

て労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して

協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延

長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時

間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の

協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時

間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三

箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月に

ついて四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を

定めなければならない。 

６ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、

又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当

該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日に

ついて労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。 

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時

間 百時間未満であること。 

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、

二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時

間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時

間 八十時間を超えないこと。 

７ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一

項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労

働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福

祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 

８ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当

該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項

の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 

９ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は

労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

10 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配

慮しなければならない。 

11 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定

は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 



 
 

 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、

又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通

常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞ

れ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、

当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、

その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率

で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

２ 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮

して定めるものとする。 

３ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその

労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表

する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払う

べき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払

われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めると

ころにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したと

きは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取

得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同

項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 

４ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に

おいては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間に

おいて労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の

賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

５ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚

生労働省令で定める賃金は算入しない。 

 

(労働時間及び休憩の特例) 

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事

業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、

その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及

び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすること

ができる。 

２ 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労

働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 

 

(作成及び届出の義務) 

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就

業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した

場合においても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて

交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 



 
 

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払

の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手

当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、

これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、こ

れに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関

する事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めを

する場合においては、これに関する事項 

 

(賃金台帳) 

第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項

及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しな

ければならない。 

 

 

 

〇労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）（抄） 

 

(衛生管理者) 

第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を

受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で

定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、そ

の者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を

管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除

く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 

２ 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。 

 

(安全衛生推進者等) 

第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事

業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところに

より、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあ

つては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二

第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一

項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種



 
 

以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければなら

ない。 

 

(産業医等) 

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚

生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければ

ならない。 

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生

労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、

誠実にその職務を行わなければならない。 

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、

労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行う

ために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。 

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対

し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合におい

て、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当

該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会

に報告しなければならない。 

 

(衛生委員会) 

第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、

事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 

二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 

三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関

する重要事項 

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員

は、一人とする。 

一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてそ

の事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指

名した者 

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 

三 産業医のうちから事業者が指名した者 

四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名

した者 

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士

であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 

４ 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合に



 
 

おいて、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項

第一号の者である委員」と読み替えるものとする。 

 

(事業者の講ずべき措置等) 

第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険 

二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 

三 電気、熱その他のエネルギーによる危険 

 

第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ず

る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある

場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 

 

第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなら

ない。 

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 

四 排気、排液又は残さい物による健康障害 

 

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、

床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に

必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な

措置を講じなければならない。 

 

第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中

止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 

 

(健康診断) 

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師に

よる健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条に

おいて同じ。)を行わなければならない。 

２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわな

ければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者

で、現に使用しているものについても、同様とする。 

３ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働

省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 



 
 

４ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、

労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対

し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 

５ 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望

しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断

に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、

この限りでない。 

 

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 

第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし

書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の

所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を

保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又

は歯科医師の意見を聴かなければならない。 

 

(心理的な負担の程度を把握するための検査等) 

第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医

師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)

による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 

２ 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるよう

にしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を

受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはな

らない。 

３ 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度

が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師

による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働

者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなけれ

ばならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由と

して、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。 

４ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結

果を記録しておかなければならない。 

５ 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保

持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意

見を聴かなければならない。 

６ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるとき

は、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは

安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じ

なければならない。 

７ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施



 
 

を図るため必要な指針を公表するものとする。 

８ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、

事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。 

９ 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に

対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の

結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増

進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。 



働き方改革
～ 一億総活躍社会の実現に向けて ～

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を
実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多
様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
等のための措置を講じます。

労働時間法制の見直し

働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、
多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。

より詳しくは、【別紙１】をご覧ください。

P 3・4参照

ポイント

Ⅰ

P 5･6 参照

働き方改革全体の推進

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇
の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるよ
うにします。

ポイント

Ⅱ

１

ひと、くらし、みらいのために

Ver2.3010

参考資料２



働き方改革の全体像

働き方改革の基本的な考え方

中小企業・小規模事業者の働き方改革

２

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、
自分で「選択」できるようにするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」な
どの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の
拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長
と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを
目指します。

「働き方改革」は、我が国雇用の７割を担う中小企業・小規模事業者において、着実
に実施することが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、
人手不足感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働
き方改革」による魅力ある職場づくりが重要です。

取組に当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だ
からこその強みもあります。

「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつ
くるため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。



労働時間法制の見直し

｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク・ライフ・バランス」と
「多様で柔軟な働き方」を実現します

⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくすること等によって、
個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、 自律的で創造的な働き方を
希望する方々のための新たな制度をつくります。

見直しの目的

★生産性を向上しつつ長時間労働をなくすためには、これらの見直しとあわせ、

職場の管理職の意識改革・非効率な業務プロセスの見直し・取引慣行の改善
（適正な納期設定など）を通じて長時間労働をなくしていくことが必要です。

このような取り組みが全ての職場に広く浸透していくよう、厚生労働省では、
周知・啓発や中小企業への支援・助成を行っていきます。

ポイント

Ⅰ

見直しの内容

① 残業時間の上限を規制します

② 「勤務間インターバル」制度の導入を促します

③ １人１年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます

④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます（25%→50%）
▶ 中小企業で働く人にも適用（大企業は平成22年度～）

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます
▶ 働く人の健康管理を徹底
▶ 管理職、裁量労働制適用者も対象

➅ 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度を拡充します
▶ 労働時間の調整が可能な期間（清算期間）を延長（1か月→3か月）
▶ 子育て・介護しながらでも、より働きやすく

⑦ 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である
「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようにします

▶ 前提として、働く人の健康を守る措置を義務化（罰則つき）
▶ 対象を限定（一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象）

３



（現在）

見直しの概要（残業時間の上限規制）

法律上は、残業時間の上限が

ありませんでした（行政指導のみ）。

（改正後）

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなく
なります。

月残業45時間
＝１日残業２時間程度

１年間＝12か月 １年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

年間６か月まで 年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

া
ଋ

80
ৎ


ڭ

ଋ

ڰ
ৎ

ங
২

◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
（月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。）

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年７２０時間以内
・複数月平均８０時間以内（休日労働を含む）
・月１００時間未満（休日労働を含む）
を超えることはできません。
（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。）
また、原則である月４５時間を超えることができるのは、年間６か月
までです。

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前（1947年）に
制定された「労働基準法」において、初めての大改革となります。

４



労働時間法制の見直しについて

（労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正）

① 残業時間の上限規制・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

② 「勤務間インターバル」制度の導入促進・・・・・・・・ ４

③ 年5日間の年次有給休暇の取得（企業に義務づけ）・・・ ４

④ 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ・・・・・・・・ ５

⑤ 労働時間の客観的な把握（企業に義務づけ）・・・・・・ ５

➅ 「フレックスタイム制」の拡充・・・・・・・・・・・・ ６

⑦ 「高度プロフェッショナル制度」を創設・・・・・・・・ ７

⑧ 産業医・産業保健機能の強化・・・・・・・・・ ９

見直しの目的

｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク･ライフ･バランス」と

「多様で柔軟な働き方」を実現します
⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事

情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を

希望する方々のための、新たな制度をつくります。

見直しの内容
（解説ページ）

施行期日

2019年４月1日
※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年４月1日

※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日

１

ひと、くらし、みらいのために

別紙１
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① 残業時間の上限を規制します

残業時間の上限を法律で規制することは、70年前（1947
年）に制定された「労働基準法」において、初めての大改革
となります。

（現在）

法律上は、残業時間の上限が

ありませんでした（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業はできなく
なります。

月残業45時間
＝１日残業２時間程度

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間
年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

া
ଋ

80
ৎ


ڭ

ଋ

ڰ
ৎ

ங
২

◎残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
（月４５時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。）

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年７２０時間以内
・複数月平均８０時間以内（休日労働を含む）
・月１００時間未満（休日労働を含む）
を超えることはできません。
（月８０時間は、１日当たり４時間程度の残業に相当します。）
また、原則である月４５時間を超えることができるのは年間６か月までです。

◎時間外労働を行うには、各事業場の労使で、上記の時間の範囲内で、時間外
労働の上限を協定し（３６協定）、所轄労働基準監督署に届け出ていただく
ことが必要です。（記載例参照）

◎３６協定を締結する労使当事者は「指針」に定める事項に留意してください。

※３６協定の記載例と指針に関する資料を厚生労働省HPにアップしましたので参照ください。
☞ 記載例 https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf / https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf （特別条項）
指針 https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf



自動車運転の業務
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一
般則の適用については引き続き検討します。）

建設事業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月
平均８０時間以内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。
この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討
します。）

医師

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による
検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等に
ついて検討し、結論を得ることとしています。）

鹿児島県及び沖縄
県における砂糖製
造業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等
の研究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置
を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医

師による面接指導を受けさせなければならないこととします。

【適用猶予・除外の事業・業務】

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

（改正後）

時間外労働の上限は、月45時間、かつ、年360時間が原則です。特例によ

る場合であっても、できる限りこの水準に近づける努力が求められます。こ

のため、新たに労働時間の延長や休日労働を適正なものとするための指針を

厚生労働大臣が定め、必要な助言・指導を行うこととしています。

その際、当分の間、中小事業主に対しこの助言・指導を行うに当たっては、

中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、取引の実態等を踏まえ

て行うよう配慮することとしています。

～中小企業の事情に配慮しながら助言指導を行います～

長時間労働の是正には取引環境の改善も重要です。

労働時間等設定改善法では、事業主の責務として、短納期発注や発注の内

容の頻繁な変更を行わないよう配慮するよう努めることと規定されました。

～取引環境の改善も重要です～

３



4

１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みです。

残業 休息時間（11時間）

８時

【 例：11時間の休息時間を確保するために始業時刻を後ろ倒しにする場合】

17時 23時 ８時 10時21時

残業 休息時間（11時間）

勤務終了

② 「勤務間インターバル」制度の導入を促します

「勤務間インターバル」制度とは？

この仕組みを企業の努力義務とすることで、
働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保します。

始業 終業

始業

始業

勤務終了始業 終業

始業時刻を
後ろ倒しに

①労働者が使用者に
取得希望時季を申出

労働者 使用者
②○月×日に年休が成立

①使用者が労働者に
取得時季の希望を聴取

②労働者の希望を踏まえ
使用者が取得時季を指定

そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。

我が国の年休取得率：49.4% ③○月×日に年休が成立

③ 年5日の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけます

（現在）

労働者が自ら申し出なければ、

年休を取得できませんでした。

（改正後）

使用者が労働者の希望を聴き、

希望を踏まえて時季を指定。

年５日は取得していただきます。

例 ｢○月×日に休みます」

例 ｢○月×日に休んでください」

労働者 使用者

※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」方法などもあります。

※時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省HPにアップしましたので参照ください。
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
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１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 25%

１か月の時間外労働
１日８時間・１週40時間

を超える労働時間

60時間以下 60時間超

大企業 25% 50%

中小企業 25% 50%

④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率を引上げます

（現在）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業は ５０％

中小企業は ２５％

（改正後）

月60時間超の残業割増賃金率

大企業、中小企業ともに５０％

※中小企業の割増賃金率を引上げ

労働時間の状況を客観的に把握することで、
長時間働いた労働者に対する、医師による面接指導 ※ を確実に実施します。

※「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者
は医師による面接指導を実施する義務があります。

⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づ
けます

（現在）

● 割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定

→ 裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。
【理由】

・裁量労働制の適用者は、みなし時間※に基づき割増賃金の算定をするため、通達の対象としない。
・管理監督者は、時間外・休日労働の割増賃金の支払義務がかからないため、通達の対象としない。

（改正後）

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、

すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握される

よう法律で義務づけます。

※「みなし(労働)時間」とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定められた時間労働
したものとみなすことをいいます。
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⑥ 「フレックスタイム制」を拡充します

清算期間が３か月になると・・
６月に働いた時間分を、
８月の休んだ分に振り替えできます。

★ 子育てや介護といった生活上のニーズに合わせて労働時間が決められ、
より柔軟な働き方が可能になります。

「６・７・８月の３か月」の中で労
働時間の調整が可能となるため、子
育て中の親が８月の労働時間を短く
することで、夏休み中の子ども
と過ごす時間を確保しやすく
なります。

（現在）

労働時間の清算期間：１か月

（改正後）

労働時間の清算期間：３か月

①３か月の平均で法定労働時間以内にすれば、
割増賃金の支払いは必要ありません。

②６月に働いた時間分があるので、８月は
働かなくても欠勤扱いとはなりません。

法定労働時間

6月

労働時間

7月 8月

①１か月単位で清算するため、
この分の割増賃金を支払う
必要がありました。

②所定労働時間※ 働いて
いない場合、欠勤扱い
となっていました。

※通常は法定労働時間以内で設定

例えば、こんなメリットがあります！



新たな規制の枠組み ＝ 在社時間等に基づく健康確保措置

制度の創設に当たっては、長時間労働を強いられないよう、
以下のような手厚い仕組みを徹底します。

7

（２）現行の労働時間規制から新たな規制の枠組みへ

現在の労働時間規制とは …

高い交渉力を有する高度専門職（具体例は次頁参照）については、
その働き方にあった健康確保のための新たな規制の枠組みを設ける

●年間104日以上、かつ、４週４日以上の休日確保を義務付け

● 加えて、以下のいずれかの措置を義務付け
※どの措置を講じるかは労使委員会の５分の４の多数で決議

① インターバル規制（終業・始業時刻の間に一定時間を確保）
＋ 深夜業（22～５時）の回数を制限（1か月当たり）

② 在社時間等の上限の設定（1か月又は3か月当たり）
③ １年につき、２週間連続の休暇取得（働く方が希望する場合には１週間連続×２回）

④ 臨時の健康診断の実施（在社時間等が一定時間を超えた場合又は本人の申出があった場合）

● 在社時間等が一定時間（1か月当たり）を
超えた労働者に対して、医師による面接
指導を実施（義務・罰則付き）

面接指導の結果に基づき、職務
内容の変更や特別な休暇の付与
等の事後措置を講じる

⑦「高度プロフェッショナル制度」を新設します

自律的で創造的な働き方を希望する方々が、

高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、

本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。

制度の
目的

健康の確保

（１）制度導入の際には、法律に定める企業内手続が必要

① 事業場の労使同数の委員会（いわゆる「労使委員会」）で、対象業務、
対象労働者、健康確保措置などを５分の４以上の多数で決議すること
（=すなわち、労働者側委員の過半数の賛成が必要になります）

② 書面による本人の同意を得ること（同意の撤回も可能）

要点
１

いわゆる36協定（時間外・休日労働の規制）

時間外・休日及び深夜の割増賃金
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（１）対象は高度専門職のみ

・高度の専門的知識等を必要とし、従事した時間と成果との関連が高くない業務

具体例：金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、
アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務など

（２）対象は希望する方のみ

・職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方

（３）対象は高所得者のみ

・年収が「労働者の平均給与額の３倍」を「相当程度上回る水準」以上の方
＝交渉力のある労働者・・・具体額は「1075万円」を想定

制度の対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収を得ている、
ごく限定的な少数の方々です。

対象者の限定要点
２

【Q】
高度プロフェッショナル制
度で、みんなが残業代ゼロ
になる？

【A】
高度プロフェッショナル制度の対象
は、高収入（年収1075万円以上を
想定）の高度専門職のみです。制度
に入る際に、対象となる方の賃金が
下がらないよう、法に基づく指針に
明記し、労使の委員会でしっかり
チェックします。

【Q】
高度プロフェッショナル制
度は、後から省令改正など、
行政の判断で対象が広が
る？

【A】
対象業務や年収の枠組みを法律に明
確に規定し、限定しています。行政
の判断でこれらが広がることはあり
ません。

高度プロフェッショナル制度に関するQ&A



⑧ 「産業医・産業保健機能」を強化します

（１）産業医の活動環境の整備

産業医の活動と衛生委員会との関係を強化し
ます。

（現在） （改正後）

産業医は、労働者の健
康を確保するために必
要があると認めるとき
は、事業者に対して勧
告することができます。

〇産業医とは？
・産業医とは、労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導や助言を行う医師のこと

です。労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者
の義務となっています。また、 小規模事業場（労働者数50人未満の事業場）においては、
産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなけれ
ばなりません。

〇衛生委員会とは？
・衛生委員会とは、労働者の健康管理等について、労使が協力して効果的な対策を進めるため

に、事業場に設置する協議の場です。衛生委員会のメンバーは、総括安全衛生管理者、産業
医、衛生管理者、衛生に関する経験を有する労働者で構成されます。労働者数50人以上の事
業場においては、衛生委員会の設置が事業者の義務となっています。

（２）労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な
取扱いルールの推進

事業者から産業医への情報提供を充実・強化
します。

事業者による労働者の健康情報の適正な取扱
いを推進します。

事業者は、労働者の健
康相談等を継続的かつ
計画的に行う必要があ
ります（努力義務）。

（現在）

産業医等による労働者の健康相談を強化しま
す。

（改正後）

事業者は、産業医から
勧告を受けた場合は、
その勧告を尊重する義
務があります。

事業者は、産業医から受けた勧告の内容を事業場の
労使や産業医で構成する衛生委員会に報告すること
としなければならないこととし、衛生委員会での実
効性のある健康確保対策の検討に役立てます。

事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状
況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うた
めに必要な情報を提供しなければならないこととし
ます。

事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用
及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安
心して事業場における健康相談や健康診断を受けら
れるようにします。

事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じ
るための体制整備に努めなければならないこととし
ます。

９
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【問い合わせ先】

〈島根労働局〉松江市向島町134-10
■ 労働基準法の改正に関するお問い合わせ

労働基準部監督課 （ＴＥＬ）0852－31－1156

■ 労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
労働基準部健康安全課 （ＴＥＬ）0852－31－1157

■ 労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ
雇用環境・均等室 （ＴＥＬ）0852－31－1161

〈島根働き方改革推進支援センター〉
松江市母衣町55-4 松江商工会議所ビル７階（島根県経営者協会内）

■ 具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ （ＴＥＬ）0120－514－925

Memo
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